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◆　改憲手続き法案　今週が正念場
　　徹底審議を行なえ、採決は強行するな！　　

１１・１２・１３日の行動強化を！
　自民・公明の与党は、憲法改悪への一里塚となる改憲手続き法案の与党修正案を１２日の憲法調査特別委員会で採決強行、１３日の本会議で議決することを目論んでいます。民主党は、与党の修正案に対抗し、民主党が修正案を本日、中山太郎特別委員長に提出しました。
■ ９日開かれた政府・与党連絡会議で、自民党の二階国会対策委員長は、憲法改正の手続きを定める国民投票法案について、「採決に向けた環境は整った」と述べ、今週中の衆議院通過を目指す方針を示しました。このなかで、二階国会対策委員長は「今週、国会は大きな山場を迎える。教育再生関連法案を審議するための衆議院特別委員会の設置と、国民投票法案の採決に向けた協力をお願いしたい」と述べたうえで、「国民投票法案について、民主党は修正案を提出しようとしているようだが、すでに与党は民主党の主張とほとんど違いのない修正案を提出し、中央と地方で公聴会を開催するなど、十分な審議を尽くしている。採決の環境は整ったものと考えている」と述べ、今週１２日に衆議院特別委員会で修正案の採決を行い、翌１３日には衆議院通過を目指す方針を示しました。
■　本日開かれた憲法特理事懇談会では、日程協議をテーマに自公と民主の修正案の取扱をめぐる議論がおこなわれたものの、結論を得られず明日正午から再度理事懇談会を開くことになりました。一方、与党と民主党の間で共同修正を探る動きもあると伝えられるなど、１２日の特別委員会の開催をめぐって緊迫しています。また、１２日は訪日する中国の温家宝首相が国会演説を１０時から４０分間の予定しており、特別委員会の開催時間も決まっていません。
■　憲法特別委員会は、これまで、中央公聴会を３月２２日と４月５日の２回、地方公聴会を３月２８日に新潟･大阪で開催しましたが、このときの陳述と審議の原案は、元々の与党案と民主党案でした。したがって、与党修正案は一回もまともに議事に付されていません。民主党の修正案にして、１２日の特別委員会ではじめて審議されるわけですから、両案ともあらゆる角度から国民の疑問や危惧の念に応える徹底した議論が保障されなければなりません。

■　この間の公聴会の議論を通じて、また、街頭アンケートや新聞の論調をも見ても、改憲手続き法案の狙いや問題点が十分知らされていない実態が明らかになりました。また、法案の審議時間は、５５時間だけであり、昨年秋の教育基本法特別委員会の１０６時間、一昨年秋の郵政特別委員会の１２０時間の半分程度にすぎません。

与党が、憲法という国民の暮らしや国のありように関わる最重要の法案について、国民の知らないところで、しかも、修正案についてまったく審議もしないままに、採決を強行することは、国民主権と議会制民主主義を破壊する暴挙です。

■　NHKの世論調査(４/９)では、自民・公明両党の修正案への「賛成」が２９％、「反対」が２４％、「どちらともいえない」が４０％でした。この修正案に「賛成」と答えた人に、いつ成立させるべきだと思うか質問したところ、▽「今の国会で成立させるべきだ」が２８％だったのに対し、▽「今の国会にこだわらずに時間をかけて議論すべきだ」は７１％でした。ここにも徹底審議・慎重審議を求める国民の声が反映しており、私たちの運動が世論に影響を与えている証左とも言えます。
■　いまこそ、「徹底審議をおこなえ」「採決は強行するな」「国会は国民の声を聞け」の声を各政党と特別委員に集中することが求められています。同時に、この数日間、徹底して宣伝をつよめ、国民の中に単なる憲法改正の手続き法案ではなく、改憲と直結した法案であること、内容的にも非民主的で不公正なものであるかを明らかにして、「９条を守れ「「改憲手続き法案は廃案にせよ」の世論を一気に高める必要があります。
　憲法改悪反対共同センターは、１１日から１３日にかけて以下の行動を提起しています。

◆ 緊急中央行動・国会行動

◎４月１１日(水)　衆議院第２議員会館前集会 
・時間　１２：１５～１３：００

・主催　憲法改悪反対共同センター　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　＊前後に各団体ごとに議員要請

◎４月１２日(木)　全労連・春闘共闘・共同センター等中央行動
　　　　　　　　　・衆議院第２議員会館前の座り込み行動 １１：００～１６：００

　　　　　　　　　・昼の国会前コア集会 １２:１５～１３:００
　　　　　　　　　・終結(抗議)集会　１５:３０～１６：００

＊終日の主催は全労連・春闘共闘・労働法制中連・公務労組連・
国民大運動・共同センターの６団体。

昼は上記６団体に安保中実・社保協を加えた８団体
　　　　　　　　　　＊座り込みと前後あるいは並行して波状的な議員要請
◎４月１２日(木) STOP！改憲手続き法案４・１２大集会
・時間 １８：３０～１９：２０(終了後、国会へデモ)
　　　　　　　　・場所－日比谷野外音楽堂
・主催－「５・３憲法集会実行委員会」　

◎４月１３日(金)　衆議院第２議員会館前の座り込み行動 

・スタート集会　 　１１：００～１１：２０

　　　　　　　　　・昼のコア集会     １２：１５～１３：００

　・終結(抗議集会)　 １６：００

・座り込みと前後・並行し団体ごとに波状的な議員要請
・主催　憲法改悪反対共同センター　

◎国会議傍聴行動　１２日は特別委員会、１３日は本会議

◆ 地方･地域における行動

◎ 宣伝カーをフル稼働させ”改憲手続き法案”のねらいと問題点を国民的に明

らかにし、反対の世論をつよめましょう。
◎１１日～１３日の３日間で集中的な宣伝を全国津々浦々で展開しよう。
◎地元議員への要請をつよめましょう。

◎職場と地域で緊急の集会・デモ、学習・抗議行動を！

◎各政党・憲法特委員へのFAX・メール・ハガキなどの集中を！

・国会議員、マスコミ一斉メールフォーム【転送・転載大歓迎】
　 　　・こちら→ http://www.kyodo-center.jp/　

◆ 各地で「９の日」宣伝　京都や兵庫はデモ

■ 兵庫共同センターは、衆院での強行採決をもくろむ自民・公明の動きに対して４月１２日中央行動には兵庫労連などから約２０名が上京。神戸では１２日の中央の行動に呼応して、「改憲手続きを狙う国民投票法案阻止」を掲げ、神戸・三宮で緊急の昼休みデモをおこないます。集合は神戸市役所北川の花時計前１２時２０分、大丸前まで行進します。

■ 京都共同センターは、与党が修正案を１２日に開かれる特別委員会で採決しようとしていることに抗議し、緊急の行動強化を呼びかけています。京都共同センターは、昨日開催した運営委員会で、１２日の緊急行動を含め来週の行動について意思統一。４月９日の宣伝行動は６者合闘が、先月に続き、京都市内１８ヶ所、府内１７ヶ所で宣伝行動を実施。民医連・民医労は共同で京都市内一円の宣伝行動を行い、午前１０時３０分西院からはじめて、宣伝カーを回し、１２ヶ所で各院所の参加者も含めて宣伝行動を行います。12日(木午後６時京都市役所前集合。街頭宣伝と四条河原町までのデモと街頭宣伝をおこないます。
■　１２日の国会行動には大阪共同センターからは労働者部隊が１５０人、民主団体から３０人が参加を予定し、千葉、埼玉からもたくさんの参加が見込まれています。
■ 東京に続いて、北海道、埼玉などでも宣伝カー用のテープを大量にダビング、各地域共同センターを基軸に労働組合、民主団体が宣伝カーを流します。
短信･ホットライン　
■ 宣伝カー用エンドレステープ
　憲法改悪反対共同センターでは、改憲手続き法案に反対する「宣伝テープ」作成し、労働組合・民主団体の宣伝カーをフル動員して目に見え、音の出る宣伝を全国いっせいに実施するよう呼びかけています。テープの注文は以下にお願いします。

　・日本電波ニュース社　

・電話　０３－３７４６－７８４１　ＦＡＸ０３－３７４６－７８５３

　・担当は立山・田口

　・頒価：１本８００円(送料別)。出来るかぎりまとめて注文してください。
■ 自宅からもできる国会請願・・メール＆FAX
 ●国会議員、マスコミ一斉メールフォーム【転送・転載大歓迎】
　 こちら→ http://www.kyodo-center.jp/　
　自宅(事務所)のパソコンから、政党・憲法特別委員に対して、憲法第１６条にもとづく「請願権」行使の運動としてメール・FAXを送りましょう。与党議員には相当の圧力、共産･社民には激励となっています。今日６日までにメールは、２９,５６６通送られています。これを１０倍、１００倍にしましょう。

■　NHK世論調査　憲法９条　改正反対が４４％　前年より５ポイント増

憲法を改正する必要があると思うか尋ねたところ、「改正する必要があると思う」が４７％、「改正する必要はないと思う」が２０％、「どちらともいえない」が２７％で、改正する必要があると答えた人は１年前より５ポイント近く高くなりました。
９条を改正する必要があると思うか質問したところ、「改正する必要があると思う」が２５％、「改正する必要はないと思う」が４４％、「どちらともいえない」が２５％で、改正する必要はないと答えた人が１年前より５ポイント近く高くなっています。
